
議案第８０号 

 

山陽小野田市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

山陽小野田市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

平成３０年８月３１日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

山陽小野田市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例 

山陽小野田市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８

年山陽小野田市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

第２２条中「（平成３年法律第１１０号）」を「（平成３年法律第１１０号。

以下「育児休業法」という。）」に改める。 

 第２４条の見出し中「再任用職員」を「再任用職員等」に改め、同条中「、

第１７条」を「及び第１７条」に、「又は第２８条の６第１項」を「若しくは

第２８条の６第１項」に、「第２項の規定により」を「第２項、育児休業法第

１８条第１項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平

成１４年法律第４８号）第５条第１項若しくは第２項の規定により」に改め

る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 

議案第８０号 参考資料  

山陽小野田市病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（育児休業の承認を受けた職員の給与） 

第２２条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条第

１項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間に

ついては、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉

手当については、この限りでない。 

 

（再任用職員等についての適用除外） 

第２４条 第５条、第７条及び第１７条の規定は、地方公務

員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項若しくは第

２８条の６第１項若しくは第２項、育児休業法第１８条第

１項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関す

る法律（平成１４年法律第４８号）第５条第１項若しくは

第２項の規定により採用された職員には適用しない。 

 

 

 

（育児休業の承認を受けた職員の給与） 

第２２条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年

法律第１１０号）第２条第１項の承認を受けた職員には、

育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでな

い。 

 

（再任用職員についての適用除外） 

第２４条 第５条、第７条、第１７条の規定は、地方公務員

法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員に

は適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 


